
 

 

 

 

交通安全対策の必要箇所を明らかにします！ 
～平成２２年度 第１回島根県道路交通環境安全推進連絡会議を開催します。～ 

 

 

 島根県内の国が管理する道路において、交通事故の危険性が高い区間を明確にし、その原因に

即した交通安全対策を実施していくために「島根県道路交通環境安全推進連絡会議・幹事会」を

開催します。 

 

 本会議では、事故デ－タ、ヒヤリ・ハットアンケ－ト結果、地域の声などに基づき、効率的に

効果を発揮させるため「事故危険区間」の選定を行います。 

 

 

○日  時  平成２２年１１月１日(月) １３：００～１５：００ 

○場  所  松江市西津田２丁目６番２８号 松江国道事務所 ３Ｆ大会議室 

○主な議題  「成果を上げるマネジメント」について 

○出 席 者  幹事：９名 

   ○取  材  会議は冒頭のみ撮影可。 

   

島根県道路交通環境安全推進連絡会議については、別添資料参照 

 

 

問い合わせ先 

国土交通省 中国地方整備局 松江国道事務所       国土交通省 中国地方整備局 浜田河川国道事務所 

ＴＥＬ ０８５２－２６－２１３１（代表）       ＴＥＬ ０８５５－２２－２４８０（代表）  

ＦＡＸ ０８５２－２７－４１３２               ＦＡＸ ０８５５－２３－５０２３ 

副所長（管理）   吉岡
よしおか

 晴彦
はるひこ

            副所長（道路）   錦織
にしこおり

 豊
ゆたか

 

【会議担当】建設専門官     熊中
くまなか

 龍彦
たつひこ

     【会議担当】道路管理課長       江原
えはら

 豊
ゆたか

 

    【広報担当】調査設計課長    加田
か だ

 厚
あつみ

     【広報担当】調査設計課長    溝田
みぞた

 亨
とおる

 

松江国道事務所ホームページアドレス         浜田河川国道事務所ホームページアドレス 

http://www.cgr.mlit.go.jp/matsukoku/         http://www.cgr.mlit.go.jp/hamada/ 

 

お 知 ら せ 平成２２年１０月２９日 

資料提供先：島根県政記者会





〔　参考資料　〕



政策目標評価型事業評価の導入に係る取組み（道路事業） 

道路事業の透明性・効率性を高めるため、バイパス・拡幅事業等に計画段階評価を導入するとともに、

交通流に大きな影響を与える事業 局所的な事業

道路事業の透明性 効率性を高めるため、バイパス 拡幅事業等に計画段階評価を導入するとともに、

局所的な事業に対し、データ等に基づく「成果を上げるマネジメント」の取組みを導入。 

成果を上げるマネジメント（新規） 計画段階評価（新規） 

交通流に大きな影響を与える事業

（バイパス・拡幅等） 

局所的な事業

（交通安全・防災等） 

都市・地方圏の課題の把握 
（データ、地域の声等） 

局所的な課題の把握 
（データ、地域の声等） 

意
見 地

方意
第

地
方

第
三

課題の原因分析 

課題の原因分析・対策立案 

＜緊急性＞

対策案を比較評価 

要対策区間（リスト）の特定・公表方
公
共
団
体 

意
見 政策目標の明確化 

三
者
委
員
会 

方
公
共
団
体 

三
者
委
員
会 

バイパス・拡幅等 

＜緊急性＞

 ・データ（事故、災害等）  ・地域の声 

＜妥当性＞ 

 ・他事業の実施状況 

対策のフ ジビリテ （用地等）

他事業・他施策 
（交差点改良等） 

対策案の決定 

 ・対策のフィージビリティ（用地等）

環境アセスメント・都市計画  対策案の決定 

新規事業採択時評価 

新規事業化 

新規着手 必要性の再検証・事業内容（詳細チェック） 



（参 考）「成果を上げるマネジメント」（交通安全分野）の導入 

限られた予算の中 交通事故対策への投資効率を最大限高めるため 「成果を上げるマネジメント」を

【交通事故の発生は特定の箇所に集中】 【「成果を上げるマネジメント の流れ】

限られた予算の中、交通事故対策への投資効率を最大限高めるため、「成果を上げるマネジメント」を

交通安全分野に導入。 

【交通事故の発生は特定の箇所に集中】 【「成果を上げるマネジメント」の流れ】

 ○事故の危険性が高い特定の 

区間を明確化

 

第
三
者

 

地
方
公

意見 
 区間を明確化

   （事故データ、地域の声等） 

   ※事故危険区間リストを公表 

者
委
員
会 

公
共
団
体 

等 

全体の２２％の区間に 
死傷事故の７１％が集中 

 

 ○事故原因に即した効果の高い ※全国の国道・都道府県道約18万kmにおける4年間（H15～H18）の平均事故データから作成 

 対策を立案・公表
マ
ネ
ジ
メ
ン

大型ﾄﾚｰﾗｰ横転事故  急カーブに減速しないまま進入する
大型車が横転 

【事故要因に即した対策の立案（イメージ）】 

対策に着手 
ン
ト
サ
イ
ク
ル

追突事故 
追突事故 

大型ﾄﾚｰﾗｰ 
横転事故・  急カーブの手前で急ブレーキを

かける車両へ後続車が追突 

完了後の効果を評価 

ル
で
改
善 ・ 道路線形の見直し （急カーブの改善）    

・ 視距の確保  ・ 減速路面表示 ・ 注意看板 等 




